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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸挿入孔を有しかつこの軸挿入孔の周りの所定位置に上記軸挿入孔の軸線方向に突出す
る凸部が形成された第１部材と、
　上記第１部材の軸挿入孔に挿入される軸部を有しかつこの軸部を中心として第１部材に
対し相対回転自在な第２部材と、
　上記第１部材と第２部材との相対回転運動に摩擦トルクを与えるための弾性部材と、
　上記軸部に設けられてこの軸部と一体に上記第１部材に対し相対回転する摩擦板と、
　上記摩擦板の径方向に延出しかつ上記軸部の軸線方向に弾性変形可能で上記第１部材と
接することにより摩擦トルクを生じ上記第１部材と第２部材とが所定の相対回転角度に達
したときに上記凸部に乗り上げることにより上記第１部材との間の摩擦トルクを増加させ
クリック感を発生するクリックアーム部とを具備し、
　上記凸部が上記軸挿入孔の周方向に長い形状で該凸部の上記周方向の幅が上記クリック
アーム部の上記周方向の幅よりも大きいことを特徴とする軸ロック装置。
【請求項２】
　上記クリックアーム部または上記凸部が上記軸部の周方向に複数箇所に設けられている
ことを特徴とする請求項１記載の軸ロック装置。
【請求項３】
　上記凸部の上記周方向の幅が上記クリックアーム部の上記周方向の幅よりも広くかつこ
の凸部には上記クリックアーム部が嵌合する溝が形成されていること特徴とする請求項１
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記載の軸ロック装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の軸ロック装置からなる第１のヒンジ部と、上記軸ロック装置の軸部と
直交する方向の第２の軸部を中心に回転可能な第３部材を有する第２のヒンジ部とを備え
、第２のヒンジ部は上記第３部材の回転運動に摩擦トルクを与える摩擦発生手段を備えて
いることを特徴とするローテーション機構。
【請求項５】
　上記第１部材に上記軸挿入孔を中心として所定の角度範囲にわたって形成された円弧状
のスリットと、
　上記軸部と一体に回転可能でかつ上記スリットに挿入される係合部を有していて上記第
１部材と第２部材とが所定の相対回転角度に達したときに上記スリットの端に当たること
によりそれ以上の回転が阻止されるストッパアームと、
　を具備したことを特徴とする請求項１に記載の軸ロック装置。
【請求項６】
　上記クリックアーム部が上記凸部を乗り越える位置まで上記第２部材が相対回転したと
きに上記ストッパアームの係合部が上記スリットの一端に当接することを特徴とする請求
項５記載の軸ロック装置。
【請求項７】
　上記クリックアーム部が上記凸部に乗り上げる位置まで上記第２部材が相対回転したと
きに上記ストッパアームの係合部が上記スリットの一端に当接することを特徴とする請求
項５記載の軸ロック装置。
【請求項８】
　請求項５に記載された軸ロック装置からなる第１のヒンジ部と、上記軸ロック装置の軸
部と直交する方向の第２の軸部を中心に回転可能な第３部材を有する第２のヒンジ部とを
備え、第２のヒンジ部は上記第３部材の回転運動に摩擦トルクを与える摩擦発生手段を備
えていることを特徴とするローテーション機構。
【請求項９】
　上記第１のヒンジ部の軸部と上記第２のヒンジ部の軸部と直交する方向の第３の軸部を
中心に回転可能な第４部材を有する第３のヒンジ部を備え、第３のヒンジ部は上記第４部
材の回転運動に摩擦トルクを与える摩擦発生手段を備えていることを特徴とする請求項８
記載のローテーション機構。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ノート型あるいは卓上型パーソナルコンピュータやワードプロセッサ等のパネ
ルディスプレイのヒンジ部あるいは各種機械・設備の回動部材のヒンジ部のように軸部を
中心に回転する部材を支持するための軸ロック装置と、軸ロック装置を用いたローテーシ
ョン機構に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ノート型あるいはラップトップ型パーソナルコンピュータ等の卓上型情報処理装置は、そ
の本体部に対してパネルディスプレイがヒンジ部を介して回動可能に設けられている。従
来のヒンジ部の一例は、上記本体部に固定されるベースと、パネルディスプレイに固定さ
れる軸部材と、軸部材の回転運動に摩擦トルクを与えるための摩擦板およびばねなどを備
えている。この種のヒンジ部は、摩擦トルクによってパネルディスプレイを所望角度で止
めることができるが、所望の位置（回転角度）において節動感（いわゆるクリック感と呼
ばれる位置感覚）を生じさせることができないため、操作フィーリングに改善の余地があ
った。
【０００３】
このような要望のもとに、図４２に示す軸ロック装置１が開発された。この軸ロック装置
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１は、ベース部材２に形成された孔３にシャフト４を相対回転可能に挿通し、摩擦板５と
ばね６によってシャフト４の回転運動に摩擦トルクを与えるようにしている。また、ベー
ス部材２と摩擦板５との相互対向部にクリック孔７と凸部８を設け、ベース部材２とシャ
フト４が所定の相対回転角度に達したときに、図４３に示すように凸部８がクリック孔７
に係合することにより、クリック感が得られるようにしている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし上記軸ロック装置１は、凸部８がクリック孔７に嵌合した状態においてクリック孔
７と凸部８との間の遊びなどに原因するガタが生じやすいという問題があった。このガタ
は、軸ロック装置１に加わる負荷が大きくなるほど、つまり大型で重い液晶パネルディス
プレイほど顕著に現れる傾向がある。
【０００５】
一方、比較的大型の液晶パネルディスプレイを備えたパーソナルコンピュータ等において
は、その表示内容に応じてパネルディスプレイを横位置と縦位置とに切り替えることが望
まれている。すなわち図４１（Ａ）に示すように、パネルディスプレイが横位置の状態と
、図４１（Ｂ）に示すように縦位置の状態とに切り替えることができるように、パネルデ
ィスプレイを前後方向の軸線回り（矢印Ｙ方向）に９０°の範囲で回動させることができ
るようなローテーション機構が望まれてきている。
【０００６】
従って本発明の目的は、所望の角度においてクリック感を生じさせることができ、しかも
ガタを抑制することができ、操作フィーリングが向上する軸ロック装置とローテーション
機構を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するための本発明の軸ロック装置は、請求項１に記載したように、軸
挿入孔を有しかつこの軸挿入孔の周りの所定位置に上記軸挿入孔の軸線方向に突出する凸
部が形成された第１部材と、上記第１部材の軸挿入孔に挿入される軸部を有しかつこの軸
部を中心として第１部材に対し相対回転自在な第２部材と、上記第１部材と第２部材との
相対回転運動に摩擦トルクを与えるための弾性部材と、上記軸部に設けられてこの軸部と
一体に上記第１部材に対し相対回転する摩擦板と、上記摩擦板の径方向に延出しかつ上記
軸部の軸線方向に弾性変形可能で上記第１部材と接することにより摩擦トルクを生じ上記
第１部材と第２部材とが所定の相対回転角度に達したときに上記凸部に乗り上げることに
より上記第１部材との間の摩擦トルクを増加させクリック感を発生するクリックアーム部
とを具備し、上記凸部が上記軸挿入孔の周方向に長い形状で該凸部の上記周方向の幅が上
記クリックアーム部の上記周方向の幅よりも大きいことを特徴とする軸ロック装置である
。
【０００８】
請求項２に記載したように上記クリックアーム部または上記凸部を、上記軸部の周方向に
複数箇所に設けてもよい。また請求項３に記載したように、上記凸部の幅を上記クリック
アーム部の幅よりも広くし、この凸部にクリックアーム部が嵌合する溝を形成してもよい
。
【００１０】
　請求項４に記載したように、上記軸ロック装置からなる第１のヒンジ部と、この第１の
ヒンジ部の軸部と直交する方向の第２の軸部を中心に回転可能な第３部材を有する第２の
ヒンジ部とを備え、第２のヒンジ部に摩擦発生手段を設けることにより、二軸タイプのロ
ーテーション機構を構成することができる。
【００１１】
　また請求項５に記載したように、請求項１の軸ロック装置にスリットとストッパアーム
を付加することにより、第１部材と第２部材との回転角度範囲を規制することができる。
この場合、請求項６に記載したようにクリックアーム部が上記凸部を乗り越える位置まで
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第２部材が相対回転したときにストッパアームの係合部をスリットの一端に当接させても
よいし、あるいは請求項７に記載したようにクリックアーム部が上記凸部に乗り上げる位
置まで第２部材が相対回転したときにストッパアームの係合部をスリットの一端に当接さ
せてもよい。
【００１２】
　請求項８に記載したように、二軸タイプのローテーション機構を構成してもよいし、請
求項９に記載したように、三軸タイプのローテーション機構を構成することもできる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
図１乃至図１１に本発明の第１の実施形態を示す。この実施形態の軸ロック装置１０は、
互いに相対回転可能な第１部材１１と第２部材１２を備えている。第１部材１１の中央部
に円形の軸挿入孔１５が形成されている。第１部材１１は厚手の金属板などを適宜形状に
成形したものであって、例えばパーソナルコンピュータ等の本体部（キーボード側）の筐
体に固定される。この第１部材１１には固定用の部材（図示しないねじあるいはリベット
等）を挿通するための孔１６が形成されている。
【００１４】
第１部材１１には、軸挿入孔１５の周りの所定位置に凸部１７が形成されている。この凸
部１７は、下記クリックアーム部５０の方向を向くように、軸挿入孔１５の軸線方向（図
２において右側）に突出している。図４（Ａ）に示すように凸部１７は１箇所でもよいが
、図４（Ｂ）に示すように、軸挿入孔１５を中心として、周方向に複数の凸部１７を所定
角度ずつ（例えば周方向に１２０°ずつ）設けてもよい。
【００１５】
第２部材１２には水平方向に延びる軸部材２０が固定されている。軸部材２０はおおむね
円柱状であり、その一端側に位置する軸部２１に平行カットされた非円形の回り止め部２
２が形成されている。また軸部材２０の他端側も平行カットされて連結部２５が形成され
ている。この連結部２５は第２部材１２の孔２６に挿入され、かしめるなどして固定され
る。
【００１６】
第２部材１２は、パネルディスプレイ等の回動可能な可動側枠体等に固定される。従って
パネルディスプレイを回動させるとき、第１部材１１と第２部材１２とが軸部２１を中心
に相対回転する。軸部２１と連結部２５との間に円板状のフランジ部２８が設けられてい
る。
【００１７】
軸部２１を軸挿入孔１５に挿通した状態において、第１部材１１とフランジ部２８との間
に円板状の第１の摩擦板３０が設けられている。第１の摩擦板３０の一面側は第１部材１
１に接し、他面側がフランジ部２８の端面に接している。この摩擦板３０には軸部２１を
挿入する孔３１が形成されている。孔３１の内周面は、軸部２１の回り止め部２２に対し
て回転不能に嵌合する形状としてある。
【００１８】
従って上記摩擦板３０は第２部材１２と一体に回転することができる。摩擦板３０には板
厚方向に貫通する潤滑剤保持用の孔３３が形成されており、この孔３３に摺動性向上のた
めグリース等の潤滑剤を充填することによって、摩擦板３０の回転による摩耗を抑制する
とともに、潤滑剤が摩擦板３０の外部に流れ出ることを防いでいる。
【００１９】
軸部２１の先端側にディスク３５が設けられており、ディスク３５と第１部材１１との間
に、第２の摩擦板４０と弾性部材４１が設けられている。第２の摩擦板４０の一面側は第
１部材１１に接し、他面側が弾性部材４１に接する。この摩擦板４０の中央部に軸部２１
を挿入するための孔４５が形成されている。孔４５の内周面は軸部２１の回り止め部２２
に対して回転不能に嵌合する形状である。従ってこの摩擦板４０は、第１部材１１に密接
したまま第２部材１２と一体に回転することができる。
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【００２０】
第２の摩擦板４０にも板厚方向に貫通する潤滑剤保持用の孔４６が形成されており、この
孔４６に摺動性向上のためグリース等の潤滑剤を充填することによって、摩擦板４０の回
転による摩耗を抑制するとともに、潤滑剤が摩擦板４０の外部に流れ出ることを防いでい
る。
【００２１】
摩擦板４０は弾性変形可能なばね鋼等のばね材料からなり、その外周部に、舌片状のクリ
ックアーム部５０が一体に設けられている。クリックアーム部５０は摩擦板４０の径方向
に突出し、かつ、軸部２１の軸線方向（図２において左右方向）に弾性変形可能としてい
る。そして第１部材１１と第２部材１２とが所定の相対回転角度に達したときにクリック
アーム部５０が凸部１７に乗り上げることにより、摩擦トルクが増大するなどしてクリッ
ク感が得られる。
【００２２】
図５（Ａ）に示すようにクリックアーム部４７は少なくとも１箇所にあればよいが、図５
（Ｂ）に示すように２箇所、あるいは図５（Ｃ）に示すように所定角度ずつ（例えば１２
０°ずつ３箇所）に設けてもよい。
【００２３】
上記構成の軸ロック装置１０は、クリックアーム部５０が凸部１７に接していない状態で
はクリックアーム部５０と第１部材１１との間に摩擦力はほとんど生じないが、図６およ
び図７に示すようにクリックアーム部５０が凸部１７に乗り上げる位置まで回転すると、
凸部１７の高さに相当する分だけクリックアーム部５０の撓みが大きくなって、比較的大
きな摩擦トルクが生じる。なお、図６は凸部１７を２箇所に設けた例を示している。
【００２４】
第１部材１１と第２部材１２との相対回転運動に摩擦トルクを与えるための弾性部材４１
は、ディスク３５と摩擦板４０との間に配されている。弾性部材４１の中心部に軸部２１
を挿通する孔５５が形成されている。この弾性部材４１は板厚方向に撓ませたときに発生
する反発荷重によって摩擦板３０，４０を第１部材１１の表裏両面に押付ける機能を有し
、皿ばねあるいは波形ばね（ウエーブ・ワッシャ）等をはじめとして種々の形態のばねを
使用できる。
【００２５】
ディスク３５にも軸部２１を挿入する孔６０が形成されている。この孔６０の内周面は、
軸部２１の回り止め部２２が回転不能に嵌合する形状である。従ってこのディスク３５は
第２部材１２と一体に回転する。ディスク３５は軸部２１の先端部を広げる方向に塑性変
形させた抜け止め部６１（図３に示す）によって、軸部２１から抜けないように保持され
る。この実施形態の抜け止め部６１は軸部２１の端部をかしめているが、これに限ること
はなく、たとえば軸部２１の端部に形成した雄ねじ部にナットを螺合させることによって
、ディスク３５や弾性部材４１等の抜け止めをなすようにしてもよい。
【００２６】
図７に示すように、凸部１７の幅がクリックアーム部５０の幅と同等以下でもよいし、あ
るいは図８（Ａ），（Ｂ）に示すように、凸部１７を軸挿入孔１５の周方向に長い形状と
することにより、凸部１７の幅がクリックアーム部５０の幅よりも広くなるようにしても
よい。この場合、図９および図１０に示すようにクリックアーム部５０が凸部１７に乗り
上げることによって摩擦トルクを増加させることができる。
【００２７】
また図１１（Ａ）に示すように、凸部１７にクリックアーム部５０の幅Ｗ1 とと同等の幅
Ｗ2 の溝６５を形成した場合には、この溝６５にクリックアーム部５０が嵌合したときに
さらなるクリック感とロック力が得られる。
【００２８】
また図１１（Ｂ）に示すように、凸部１７にクリックアーム部５０の幅Ｗ1 よりも広い幅
Ｗ2 の溝６５を形成することにより、この溝６５にクリックアーム部５０が入り込んだ状



(6) JP 4040720 B2 2008.1.30

10

20

30

40

50

態において幅方向にある程度の範囲でクリックアーム部５０が移動できるようになるため
、摩擦トルクが二段階的に変化する特性を得ることができる。
【００２９】
次に、図１２乃至図１６に示す第２の実施形態の軸ロック装置１０Ａについて説明する。
なお、前記第１の実施形態の軸ロック装置１０と共通の部位には共通の符号を付して説明
を省略し、両者の異なる箇所について以下に説明する。
【００３０】
この第２の実施形態は、第１部材１１にクリック孔７０を形成し、摩擦板４０のクリック
アーム部５０に凸状の係止部７１を形成している。クリック孔７０は軸挿入孔１５の軸線
方向（第１部材１１の厚み方向）に貫通している。但しクリック孔７０はクリックアーム
部５０と対向する側が窪むような凹部であってもよい。図１３および図１４に示すように
、クリックアーム部５０は摩擦板４０の外周部に径方向に一体に延出しており、摩擦板４
０の軸線方向（軸部２１の軸線方向）に弾性変形可能である。なお、図１５（Ａ）に示す
ようにクリック孔７０は１箇所でもよいが、必要に応じて複数箇所、例えば図１５（Ｂ）
に示すように４箇所に設けてもよい。
【００３１】
クリックアーム部５０に形成された係止部７１は、第１部材１１と第２部材１２とが所定
の相対回転角度に達したときにクリック孔７０に入り込むことによりクリック感を発生す
るようになっている。図１６に示す例では、軸部２１が矢印Ｒ方向に１回転する間に、周
方向に４箇所のクリック孔７０に係止部７１が順次係合することにより、９０°ずつクリ
ック感が生じる。
【００３２】
上記第１実施形態の軸ロック装置１０あるいは第２実施例形態の軸ロック装置１０Ａは、
図１７に一例を示すようなローテーション機構８０に適用することができる。このローテ
ーション機構８０は、上記軸ロック装置１０（または１０Ａ）からなる第１のヒンジ部８
１と、上記軸ロック装置１０（または１０Ａ）の軸部（第１の軸部）２１と直交する方向
の第２の軸部８２を有する第２のヒンジ部８３を備えて構成されている。
【００３３】
第２のヒンジ部８３は、軸部８２を中心とする第３部材８４の回転運動に摩擦トルクを与
えるための摩擦発生手段として、皿ばねあるいは波形ばね等の摩擦部材８５を備えている
。従ってこのローテーション機構８０は、第１部材１１と第２部材１２とが第１の軸部２
１を中心として相対回転する際にクリック感を生じることができるとともに、第２の軸部
８２を中心として第３部材８４が回転することもできる。
【００３４】
図１８に示すローテーション機構９０は、上記軸ロック装置１０（または１０Ａ）からな
る第１のヒンジ部８１と、上記軸ロック装置１０（または１０Ａ）の軸部２１と直交する
方向の第２の軸部８２を有する第２のヒンジ部８３を備えている。そして第２のヒンジ部
８３は、第３部材８４の回転運動に摩擦トルクを与えるための摩擦発生手段として、コイ
ルばね９１を備えている。
【００３５】
第２の軸部８２はその軸線方向中間部分に形成された大径部９２と、大径部９２の両側に
形成された小径部９３と、小径部９３の外周側に回転可能に嵌合する外筒９４とを有し、
外筒９４が第１部材１１に固定されている。外筒９４の外径は大径部９２の外径と同等で
ある。コイルばね９１の自由状態（外力を与えない状態）における内径は大径部９２と外
筒９４の外径よりもやや小さく、従ってコイルばね９１はその自由状態において大径部９
２と外筒９４の双方に巻付く。第２の軸部８２は第３部材８４に固定されている。
【００３６】
このような摩擦発生用のコイルばね９１を用いたローテーション機構９０は、第１部材１
１と第３部材８４とが第２の軸部８２を中心に相対回転する際に、大径部９２と外筒９４
が互いに相対回転する。このため、コイルばね９１の内周面が大径部９２と外筒９４のい
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ずれか一方に摩擦抵抗を伴って回転・摺動し、他方に対しては固定状態となるため、摩擦
トルクが発生する。第１のヒンジ部８１の構成と作用については前述の第１実施形態ある
いは第２実施形態の軸ロック装置１０，１０Ａと同様である。
【００３７】
図１９に示したローテーション機構１００は、第１部材１１と第３部材８４とを左右一対
の第２の軸部８２を備えた第２のヒンジ部８３によって回動可能に接続したものである。
第２の軸部８２は大径部９２と小径部９３とを有し、小径部９３の外周側に外筒９４が嵌
合しているとともに、大径部９２と外筒９４とにわたってコイルばね９１が巻付けられて
いる。
【００３８】
このような構成のローテーション機構１００も、第１部材１１と第３部材８４とが相対回
転する際に、コイルばね９１と軸部８２との間に摩擦トルクが発生する。第１のヒンジ部
８１の構成と作用は前述の第１実施形態あるいは第２実施形態の軸ロック装置１０，１０
Ａと同様である。
【００３９】
図２０乃至図３０は、本発明の第３の実施形態の軸ロック装置１０Ｂを示している。この
実施形態は、前述の第１の実施形態（図１～図１１）の軸ロック装置１０に、ストッパア
ーム１１０とスリット１１１を追加したものである。すなわち第１部材１１に、軸挿入孔
１５を中心とする円弧状のスリット１１１が形成されている。また、摩擦板４０と弾性部
材４１との間にストッパアーム１１０が介在し、このストッパアーム１１０に鉤形の係合
部１１２が形成されている。係合部１１２はスリット１１１に挿入される。ストッパアー
ム１１０の中央に形成された孔１１３は、軸部２１に対して回り止めをなすことのできる
形状となっており、軸部２１と一体にストッパアーム１１０が回転することができるよう
になっている。
【００４０】
従ってこの軸ロック装置１０Ｂは、第１部材１１と第２部材１２とが所定の相対回転角度
に達したときにストッパアーム１１０の係合部１１２がスリット１１１の端１１１ａ（ま
たは１１１ｂ）に当たることにより、それ以上の回転が阻止される。図２５に示すように
軸挿入孔１５を中心としてほぼ９０°の範囲にスリット１１１を設けた場合、第１部材１
１と第２の部材１２との回動領域を９０°の範囲に規制することができる。
【００４１】
図２６に示す例では、クリックアーム部５０が凸部１７を乗り越える位置まで軸部２１（
第２部材１２）が相対回転したとき、スリット１１１の一端１１１ａまたは他端１１１ｂ
に係合部１１２が当接するようになっている。なお、図２７に示すように、スリット１１
１は必要に応じて９０°以外の角度範囲θにわたって形成してもよい。
【００４２】
図２８乃至図３０に示すように凸部１７を軸挿入孔１５の周方向に長い形状とすることに
より、凸部１７の幅をクリックアーム部５０の幅よりも広くしてもよい。この場合、図２
９に示すようにクリックアーム部５０が凸部１７に乗り上げる位置まで軸部２１（第２部
材１２）が相対回転したときに、係合部１１２がスリット１１１の一端１１１ａまたは他
端１１１ｂに当接するようになっている。なお、図３０に示すようにスリット１１１は必
要に応じて９０°以外の角度範囲θにわたって形成してもよい。
【００４３】
図３１乃至図３３は、本発明の第４の実施形態の軸ロック装置１０Ｃを示している。この
実施形態は、前述の第２の実施形態（図１２～図１６）の軸ロック装置１０Ａに、ストッ
パアーム１１０とスリット１１１を追加したものである。すなわち第１部材１１に、軸挿
入孔１５を中心とする円弧状のスリット１１１が形成されている。また、摩擦板４０と弾
性部材４１との間にストッパアーム１１０が介在し、このストッパアーム１１０に鉤形の
係合部１１２が形成されている。係合部１１２はスリット１１１に挿入される。ストッパ
アーム１１０の中央に形成された孔１１３は軸部２１に対して回り止めをなすことのでき
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る形状となっており、軸部２１と一体にストッパアーム１１０が回転することができるよ
うになっている。
【００４４】
従ってこの軸ロック装置１０Ｃは、第１部材１１と第２部材１２とが所定の相対回転角度
に達したときにストッパアーム１１０の係合部１１２がスリット１１１の端１１１ａ（ま
たは１１１ｂ）に当たることにより、それ以上の回転が阻止される。図３２に示すように
軸挿入孔１５を中心として９０°の範囲にスリット１１１を設けた場合には、第１部材１
１と第２の部材１２との回動領域を９０°に規制することができる。
【００４５】
そして図３３に示すようにクリックアーム部５０の係止部７１がクリック孔７０に係合す
る位置まで軸部２１すなわち第２部材１２が相対回転したときに、ストッパアーム１１０
の係合部１１２がスリット１１１の一端１１１ａあるいは他端１１１ｂに当たるようにし
ている。
【００４６】
上記第３の実施例形態の軸ロック装置１０Ｂあるいは第４の実施例形態の軸ロック装置１
０Ｃは、図３４に一例を示すようなローテーション機構１２０に適用することができる。
このローテーション機構１２０は、上記軸ロック装置１０Ｂ（または１０Ｃ）からなる第
１のヒンジ部８１と、上記軸ロック装置１０Ｂ（または１０Ｃ）の軸部２１と直交する方
向の第２の軸部８２を有する第２のヒンジ部８３を備えて構成されている。
【００４７】
第２のヒンジ部８３は、軸部８２を中心とする第３部材８４の回転運動に摩擦トルクを与
えるための摩擦発生手段として、摩擦部材８５を備えている。従ってこのローテーション
機構１２０は、第１部材１１と第２の部材１２とが第１の軸部２１を中心として相対回転
する際にクリック感を生じることができるとともに、ストッパアーム１１０によって回動
範囲が規制され、しかも第２の軸部８２を中心として第３部材８４が回転することもでき
る。
【００４８】
図３５に示すローテーション機構１３０は、上記軸ロック装置１０Ｂ（または１０Ｃ）か
らなる第１のヒンジ部８１と、上記軸ロック装置１０Ｂ（または１０Ｃ）の軸部２１と直
交する方向の第２の軸部８２を有する第２のヒンジ部８３を備えている。そして第２のヒ
ンジ部８３は、第３部材８４の回転運動に摩擦トルクを与えるための摩擦発生手段として
、コイルばね９１を備えている。
【００４９】
第２の軸部８２はその軸線方向中間部分に形成された大径部９２と、大径部９２の両側に
形成された小径部９３と、小径部９３の外周側に回転自在に嵌合する外筒９４とを有し、
外筒９４が第１部材１１に固定されている。外筒９４の外径は大径部９２の外径と同等で
ある。コイルばね９１の自由状態における内径は大径部９２と外筒９４の外径よりもやや
小さく、従ってコイルばね９１はその自由状態において大径部９２と外筒９４の双方に巻
付く。第２の軸部８２は第３部材８４に固定されている。
【００５０】
このような摩擦発生用のコイルばね９１を用いたローテーション機構１３０は第１部材１
１と第３部材８４とが第２の軸部８２を中心に相対回転する際に、大径部９２と外筒９４
が互いに相対回転する。このため、コイルばね９１の内周面が大径部９２と外筒９４のい
ずれか一方に摩擦抵抗を伴って回転・摺動し、他方に対しては固定状態となるため、摩擦
トルクが発生する。第１のヒンジ部８１の構成と作用については前述の第３実施形態ある
いは第４実施形態の軸ロック装置１０Ｂ，１０Ｃと同様である。
【００５１】
図３６に示したローテーション機構１４０は、第１部材１１と第３部材８４とを左右一対
の第２の軸部８２を備えた第２のヒンジ部８３によって回動可能に接続したものである。
第２の軸部８２は大径部９２と小径部９３とを有し、小径部９３の外周側に外筒９４が嵌
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合しているとともに、大径部９２と外筒９４とにわたってコイルばね９１が巻付けられて
いる。
【００５２】
このような構成のローテーション機構１４０も、第１部材１１と第３部材８４とが相対回
転する際に、コイルばね９１と軸部８２との間に摩擦トルクが発生する。第１のヒンジ部
８１の構成と作用は前述の第３実施形態あるいは第４実施形態の軸ロック装置１０Ｂ，１
０Ｃと同様である。
【００５３】
上記各実施例形態の軸ロック装置１０，１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃは、図３７と図３８に一
例を示すような三軸タイプのローテーション機構１５０に適用することもできる。このロ
ーテーション機構１５０は、上記軸ロック装置１０（または１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃ）か
らなる第１のヒンジ部８１と、このヒンジ部８１の第１の軸部２１と直交する方向の第２
の軸部８２を中心に回転可能な第３部材を有する第２のヒンジ部８３と、これら第１の軸
部２１および第２の軸部８２と直交する方向の第３の軸部１５１を含む第３のヒンジ部１
５２を有し、第３のヒンジ部１５２は、第３の軸部１５１の回転運動に摩擦トルクを与え
る摩擦発生手段としての皿ばねあるいは波形ばね等の摩擦部材１５３（図３８に示す）を
備えている。
【００５４】
従ってこのローテーション機構１５０は、第１部材１１と第２の部材１２が第１の軸部２
１を中心として相対回転する際にクリック感を生じるとともに、その回動範囲がストッパ
アーム１１０によって規制され、しかも第３部材８４が第２の軸部８２を中心として回転
することができ、さらに第４部材１５５が第３の軸部１５１を中心として回転することも
できる。
【００５５】
図３９と図４０に示す卓上型のパーソナルコンピュータ等の電子機器１６０において、そ
の本体部１６１にパネルディスプレイ１６２を回動可能に支持するための手段として前述
のローテーション機構１５０を採用することができる。この場合は、第３の軸部１５１を
中心とする左右方向の首振り（図４１Ａに示す矢印Ｘ方向の回動）と、第１の軸部２１を
中心とする縦位置・横位置の切り替え（図４１Ｂに示す矢印Ｙ方向の回動）と、第２の軸
部８２を中心とする上下方向の傾角調整（図４１Ｃに示す矢印Ｚ方向の回動）を可能なら
しめる。
【００５６】
なおこの発明は前述した卓上型情報処理装置に限ることはなく、各種機器，設備等におい
て回動する部材を支持するローテーション機構に適用できることは言うまでもない。
【００５７】
【発明の効果】
請求項１に記載した軸ロック装置によれば、クリックアーム部と凸部の位置などに応じて
第１部材と第２部材とが互いに所望の角度に達したときにクリック感を生じさせることが
でき、その際に凸部にクリックアーム部が弾性的に乗り上げた状態になるためガタの発生
が抑制される。請求項２に記載した構成によれば、クリックアーム部または凸部の位置あ
るいは数等に応じて所望の角度にてクリック感を生じさせることができる。請求項３によ
れば、所望の角度にて摩擦トルクを二段階的に変化させることができる。
【００５９】
　請求項４によれば、請求項１に記載した軸ロック装置による効果に加えて、第２の軸部
を中心に回動可能でかつ所望位置に停止可能な二軸タイプのローテーション機構を得るこ
とができる。
【００６０】
　請求項５に記載した軸ロック装置によれば、所望の角度にてクリック感を生じさせるこ
とができ、しかもスリットに応じて第１部材と第２部材との回動範囲を規制することがで
きる。
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【００６１】
　請求項６によれば、クリックアーム部が凸部を乗り越えた時点で第１部材と第２部材と
の相対回転を止めることができる。請求項７によれば、クリックアーム部が凸部に乗り上
げている状態において第１部材と第２部材との相対回転を止めることができる。　
【００６２】
　請求項８に記載した構成によれば、請求項５に記載した軸ロック装置による効果に加え
て、第２の軸部を中心に回動可能でかつ所望位置に停止可能な二軸タイプのローテーショ
ン機構を得ることができる。請求項９に記載した構成によれば、請求項８に記載のローテ
ーション機構の効果に加えて、さらに第３の軸部を中心に回動可能でかつ所望位置に停止
可能な三軸タイプのローテーション機構を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の実施形態を示す軸ロック装置の分解斜視図。
【図２】　上記軸ロック装置を分解した状態で一部断面で示す側面図。
【図３】　上記軸ロック装置を組立てた状態の側面図。
【図４】　上記軸ロック装置の第１部材の正面図。
【図５】　上記軸ロック装置の摩擦板の正面図。
【図６】　上記軸ロック装置の第１部材とクリックアーム部を示す正面図。
【図７】　上記軸ロック装置のクリックアーム部と凸部を示す断面図。
【図８】　第１部材の変形例を示す正面図。
【図９】　第１部材の変形例とクリックアーム部を示す正面図。
【図１０】　クリックアーム部と凸部の変形例を示す平面図。
【図１１】　凸部の更に別の変形例を示す平面図。
【図１２】　本発明の第２の実施形態を示す軸ロック装置を分解した状態で一部断面で示
す側面図。
【図１３】　図１２に示された軸ロック装置に使われる摩擦板の正面図。
【図１４】　図１２に示された軸ロック装置に使われる摩擦板の断面図。
【図１５】　図１２に示された軸ロック装置に使われる第１部材の側面図。
【図１６】　図１２に示された軸ロック装置の第１部材とクリックアーム部を示す正面図
。
【図１７】　上記軸ロック装置を備えたローテーション機構の側面図。
【図１８】　上記軸ロック装置を備えたローテーション機構の変形例を一部断面で示す側
面図。
【図１９】　上記軸ロック装置を備えたローテーション機構の更に別の変形例を一部断面
で示す側面図。
【図２０】　本発明の第３の実施形態を示す軸ロック装置の分解斜視図。
【図２１】　図２０に示された軸ロック装置を分解した状態で一部断面で示す側面図。
【図２２】　図２０に示された軸ロック装置を組立てた状態の側面図。
【図２３】　図２０に示された軸ロック装置に使われるストッパアームの正面図。
【図２４】　図２０に示された軸ロック装置に使われるストッパアームの断面図。
【図２５】　図２０に示された軸ロック装置に使われる第１部材の正面図。
【図２６】　図２０に示された軸ロック装置の第１部材とストッパアームを示す側面図。
【図２７】　図２０に示された軸ロック装置の第１部材の変形例を示す正面図。
【図２８】　図２０に示された軸ロック装置の第１部材の更に別の変形例を示す正面図。
【図２９】　図２０に示された軸ロック装置の正面図。
【図３０】　スリットを有する第１部材の変形例を示す正面図。
【図３１】　本発明の第４の実施形態を示す軸ロック装置を分解した状態で一部断面で示
す側面図。
【図３２】　図３１に示された軸ロック装置に使われる第１部材の正面図。
【図３３】　図３１に示された軸ロック装置の正面図。
【図３４】　上記軸ロック装置を有するローテーション機構の側面図。
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【図３５】　上記軸ロック装置を有するローテーション機構の変形例を一部断面で示す側
面図。
【図３６】　上記軸ロック装置を有するローテーション機構の更に別の変形例を一部断面
で示す側面図。
【図３７】　上記軸ロック装置を有する三軸タイプのローテーション機構の背面図。
【図３８】　図３７に示されたローテーション機構の側面図。
【図３９】　パネルディスプレイを有する卓上型電子機器の側面図。
【図４０】　図３９に示された卓上型電子機器の背面図。
【図４１】　卓上型電子機器の作動態様を示す概略図。
【図４２】　従来の軸ロック装置を示す分解斜視図。
【図４３】　図４２に示す軸ロック装置の断面図。
【符号の説明】
１０，１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃ…軸ロック装置
１１…第１部材
１２…第２部材
１５…軸挿入孔
１７…凸部
２１…軸部
４０…摩擦板
５０…クリックアーム部
８０…ローテーション機構
８１…第１のヒンジ部
８２…第２の軸部
８３…第２のヒンジ部
８４…第３部材
９０…ローテーション機構
１００…ローテーション機構
１１０…ストッパアーム
１１１…スリット
１１２…係合部
１２０，１３０，１４０，１５０…ローテーション機構
１５１…第３の軸部
１５２…第３のヒンジ部
１５５…第４部材
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